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1 R5.10.14 R5.12.7
・EVバス導入促進事業　申請情報一覧表
・概算御見積書及び御見積書

13 1 1 1 1

（７条２号）
担当者印及び担当者名については、個人に関する情報であ
り、公にすることにより特定の個人を識別することができる
ため
（７条３号）
担当者連絡先については、公にすることにより法人の事業運
営が損なわれるため
（７条４号）
印影については、公にすることにより、偽造等犯罪の予防に
支障を及ぼすおそれがあるため

産業労働局産業・エネル
ギー政策部事業者エネル
ギー推進課

2 R5.12.7 R5.12.11
国有農地等境界画定事業
　昭島市中神町〇〇〇　実測図

1 1
産業労働局農業振興事務
所農務課

3 R5.10.14 R5.12.12 請求内訳書及び自動車検査証（17件） 17 1 1 1 1

（７条２号）
担当者名及び電話番号については、個人に関する情報であ
り、公にすることにより特定の個人を識別することができる
ため
（７条３号）
車体番号については、公にすることにより法人の事業運営が
損なわれるため
（７条４号）
印影については、公にすることにより、偽造等犯罪の予防に
支障を及ぼすおそれがあるため

産業労働局産業・エネル
ギー政策部新エネルギー
推進課

4 R5.12.3 R5.12.11

1 豚熱ウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等。
2 豚熱（CSF）は、豚熱ウイルスにより起こる豚、いのしし
の熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。と
ありますがその科学的根拠、論文等。
3 豚熱ウイルスワクチンに効果があるという科学的根拠、
論文等。
4 豚熱ウイルスワクチンが安全であるという科学的根拠、
論文等。

1
請求に係る文書を作成または取得しておらず、所持していな
いため

産業労働局農林水産部食
料安全課

5 R5.12.3 R5.12.11
4 鳥インフルエンザウイルスに感染した鳥の死体を当該農
場において焼却、埋却又は消毒することによって防ぐとす
る科学的根拠、論文等。

1
請求に係る文書を作成または取得しておらず、所持していな
いため

産業労働局農林水産部食
料安全課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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6 R5.10.24 R5.12.12

・東京エネルギー問題アドバイザリーボード議事録（第1回
～第4回）
・東京エネルギー問題アドバイザリーボード委員の就任依
頼について
・会議等議事要旨記録票
・「東京エネルギー問題アドバイザリーボード（仮称）」
の委員について

32 1 1 1 1 1

（７条２号）
承諾書の住所は、個人に関する情報であり、特定の個人を識
別することができるため
（７条４号）
本人自署及び印影については、公にすることにより、偽造等
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
（７条５号）
非公開を前提に出席者が発言した情報を公にすることによ
り、内部的な検討の円滑な実施が阻害されるおそれがあり、
率直な意見交換が不当に損なわれるため。
（７条６号）
非公開を前提に出席者が発言した情報を公にすることによ
り、今後同種の事業において協力を得られなくなるおそれが
あり、事業の適正な遂行に支障をきたすため。

産業労働局産業・エネル
ギー政策部計画課

7 R5.12.15 R5.12.27 「創業支援拠点の運営業務委託」に係る入札者の提案書 1 1

（７条３号）
当該公文書は、入札事業者の営業秘密やノウハウが記載され
ている資料であり、公にすることで競争上又は事業運営上の
地位や、その他の社会的な地位が損なわれると認められるも
のであるため

産業労働局商工部創業支
援課

8 R5.12.15 R5.12.27
「スタートアップ総合支援拠点の運営業務委託」に係る入
札者の提案書

1 1

（７条３号）
当該公文書は、入札事業者の営業秘密やノウハウが記載され
ている資料であり、公にすることで競争上又は事業運営上の
地位や、その他の社会的な地位が損なわれると認められるも
のであるため

産業労働局商工部創業支
援課

9 R5.11.8 R5.12.25

・行政財産の使用許可及び使用料の免除について（自動販
売機）（４産労雇就第819号）
・行政財産の使用許可及び使用料の免除について（自動販
売機）（４産労雇就第1281号）

206 1 1 1

（７条２号）
個人の氏名・住所に関する情報であり、公にすることによ
り、特定の個人を識別することができるため
（７条４号）
印影については、公にすることにより、偽造等犯罪の予防に
支障を及ぼすおそれがあるため

産業労働局雇用就業部就
業推進課

10 R5.11.8 R5.12.26

・「就労の支援に係る施策等に関する事業の計画に係る検
討・検証会議」（令和３年度第２回）の開催について（通
知）及び福祉局提出資料
・令和４年度「東京都就労支援事業計画」の策定過程にお
ける計画（案）（概要・本文）

28 1
産業労働局雇用就業部就
業推進課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R5.11.8 R5.12.26

①令和４年度「東京都就労支援事業計画」
②「就労支援のあり方を考える有識者会議（第３回）」に
おけるＮＰＯ法人〇〇　〇〇氏のプレゼンテーション資料

58 1 東京都公式ホームページ上で公開済みのため
産業労働局雇用就業部就
業推進課


